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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社では、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2020 年 3 月 26

日開催予定の当社第 94期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

記 

１． 変更の理由 

平成30年度第１回薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査会において、当社の環境

関連製品に含まれる原材料の一種が、劇物に該当することになりました。今後正式に「毒物及び劇物取締

法」が改正することとなると、該当の環境関連製品の製造、販売を継続するためには、行政当局に対し所

定の認可取得等の手続きを行うことが必要となり、当社定款の事業目的に「毒物、劇物の製造、販売」を

具体的に記載することが求められています。これを受けて、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加す

るものであります。 

 

２． 変更の内容 

  （下線部分は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．        （省略） 

 ２．石鹸、洗剤および化粧品の製造ならびに販売 

  

３～９．      （省略） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．      （現行どおり）  

 ２．石鹸、洗剤、化粧品、毒物および劇物の製造な

らびに販売 

 ３～９．    （現行どおり） 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会    2020年3月26日（予定） 

定款変更の効力発生日      2020年3月26日（予定） 

以  上 


